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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導電性材料からなる設計された構造物の表面側または裏面側に設けられた形状変化部及
び付属部材を有する探査対象の渦電流探査による位置検出方法において、
　複数個のコイルで構成されたプローブを用いて、前記構造物の表面側を高周波電流で渦
電流探査して前記形状変化部を検出して形状変化部検出信号を出力し、
　前記構造物の他面側を低周波電流で渦電流探査して前記付属部材を検出して付属部材検
出信号を出力し、
　前記高周波電流及び低周波電流による探査対象の検出信号を位相調整して、前記形状変
化部検出信号と前記付属部材検出信号を分離抽出し、
　前記形状変化部検出信号と前記付属部材検出信号を各々に設定された信号の振幅と幅の
しきい値と比較して前記形状変化部及び前記付属部材の有無を確認するとともに前記形状
変化部及び前記付属部材の検出信号の位置を決定する
ことを特徴とする渦電流探査による位置検出方法。
【請求項２】
　請求項１に記載された渦電流探査による位置検出方法において、前記探査対象の検出波
形の位相調整は、前記高周波電流による前記形状変化部検出信号と、前記低周波電流によ
る前記付属部材検出信号とが、各々の周波数でＸ振幅或いはＹ振幅のいずれかに対応して
評価可能な位相角に決定することを特徴とする渦電流探査による位置検出方法。
【請求項３】
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　請求項１または２に記載された渦電流探査による位置検出方法において、前記形状変化
部検出信号と前記付属部材検出信号の各々に設定された信号の振幅と幅のしきい値につい
て、上限しきい値と下限しきい値を設定し、前記しきい値の設定範囲内の区間で極大値を
持つ波形を前記形状変化部検出信号と前記付属部材検出信号として判断し、該信号の微分
値がゼロとなる位置を前記探査対象の位置として決定することを特徴とする渦電流探査に
よる位置検出方法。
【請求項４】
　請求項３に記載された渦電流探査による位置検出方法において、前記形状変化部検出信
号から算出した前記形状変化部の位置と前記付属部材検出信号から算出した前記付属部材
の位置との距離差が、前記しきい値の設定範囲に対応する距離差であることによって前記
探査対象の設置位置の合否を判定することを特徴とする渦電流探査による位置検出方法。
【請求項５】
　導電性材料からなる設計された構造物の表面側または裏面側に設けられた形状変化部と
、該構造物の他面側に設けられた付属部材の渦電流探査による位置検出装置において、
　前記構造物の表面側に配置され、高周波電流および低周波電流で渦電流探査を行う複数
個のコイルを有するプローブと、
　前記プローブに高周波励磁信号を流して前記構造物の表面側または裏面側に設けられた
形状変化部を渦電流探査して検出し形状変化部検出信号を出力するとともに、前記構造物
の他面側を低周波励磁信号で渦電流探査して前記構造物の他面側に設けた前記付属部材を
検出し付属部材検出信号を出力する渦電流探査器と、
　前記プローブを前記構造物に対して相対的に走査する走査装置と、
　前記高周波電流及び低周波電流による探査対象の検出波形を位相調整して、前記形状変
化部検出信号と前記付属部材検出信号を抽出し、前記形状変化部検出信号と前記付属部材
検出信号を、前記形状変化部検出信号と前記付属部材検出信号の各々に設定された信号の
振幅と幅のしきい値と比較して前記形状変化部及び前記付属部材の有無を確認するととも
に前記形状変化部及び前記付属部材の検出信号の位置を決定する制御装置を有することを
特徴とする渦電流探査による位置検出装置。
【請求項６】
　請求項５に記載された渦電流探査による位置検出装置において、前記形状変化部検出信
号と前記付属部材検出信号の各々に設定された信号の振幅と幅のしきい値について、上限
しきい値と下限しきい値を設定し、前記しきい値の設定範囲内の区間で極大値を持つ波形
を前記形状変化部検出信号と前記付属部材検出信号として抽出して該信号の微分値がゼロ
となる位置を前記探査対象の位置として決定する制御装置を備えたことを特徴とする渦電
流探査による位置検出装置。
【請求項７】
　請求項６に記載された渦電流探査による位置検出装置において、前記制御装置は、前記
形状変化部検出信号と前記付属部材検出信号の各々に設定された信号のしきい値について
、上限しきい値と下限しきい値の設定機能と、前記形状変化部検出信号と前記付属部材検
出信号の位置の比較機能と、前記形状変化部検出信号と前記付属部材検出信号の位置が上
限しきい値と下限しきい値の設定範囲内の距離差であることの判定機能を備えたことを特
徴とする渦電流探査による位置検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、渦電流探査による構造物の位置検出方法及び位置検出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発電プラント等の構造物の中には、構造物の表面側及び裏面側に形状変化部や付属部材
が複数存在し、その位置関係を構造物外部から視覚的に確認することが困難な対象がある
。例えば、発電プラントの伝熱管拡管部で伝熱管内面の拡管部と伝熱管外周に設けた管板
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の位置が正しく設置されているかを確認する場合である。これら構造物の表面側及び裏面
側の形状変化部や付属部材の位置を検出する方法の１つとして、渦電流探査技術の利用が
考えられる。
【０００３】
　例えば、特許文献１では、管内に位置検出センサを挿入／移動させ、センサ検知量と波
高との関係や物理的性質から溶接部の位置を検出している。しかしながら、特許文献１の
位置検出方法では、配管の内面や外面に形状変化部や付属部材が近接する場合、観測波形
が各々の信号の重畳した形状となるため、それらを識別した位置検出が困難になる。
【０００４】
　また、検出精度を向上させる１つの方法として多重周波数法が知られている。例えば、
特許文献２では、鋼材の浅い位置にある疵と深い位置にある異物の検出に高周波と低周波
を利用し、これに適合した位相設定で高精度な検出が可能とされている。しかしながら、
特許文献２は位置や形状／寸法の不定な疵及び異物等を対象とするため、観測される信号
の振幅や位相角のばらつきは大きい。そのため、両者の識別には複雑な信号解析が伴う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－２４９７８３号公報
【特許文献２】特開平９－８００２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　構造物の表面側及び裏面側に存在する複数種の形状変化部や付属部材の位置を検出する
場合、観測波形は各々の検出信号が重畳した形状となるため、形状変化部や付属部材の各
々を識別した位置検出が困難になる。
【０００７】
　本発明は、構造物の表面側及び裏面側に存在する複数種の形状変化部や付属部材に対し
て渦電流探査によって位置検出する方法及び装置を提供する事を目的とする。ここで、構
造物の表面側及び裏面側に存在する形状変化部及び付属部材は設計された構造物を対象と
する。そのため、疵等とは異なり形状変化部や付属部材において表面側か裏面側かの位置
や形状／寸法は既知である。その点を利用して、本発明では、２周波数励磁と位相分離検
出で表面側と裏面側の深さ位置を判別するとともに信号の振幅及び幅のしきい値判別で構
造物の寸法を判別することにより形状変化部や付属部材を識別する精度を向上し、探査対
象の有無を確認するとともにその位置を検出する方法を提案する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、金属材料からなる設計された構造物の表面側または裏面側に設けられた形状
変化部及び付属部材を有する探査対象の渦電流探査による位置検出方法において、複数個
のコイルで構成されたプローブを用いて、前記構造物の表面側を高周波電流で渦電流探査
して前記形状変化部を検出して形状変化部検出信号を出力し、前記構造物の裏面側を低周
波電流で渦電流探査して前記付属部材を検出して付属部材検出信号を出力し、前記高周波
電流及び低周波電流による探査対象の検出波形を位相調整して、前記形状変化部検出信号
と付属部材検出信号を分離抽出し、前記形状変化部検出信号と付属部材検出信号を、前記
形状変化部検出信号と付属部材検出信号の各々に設定されたしきい値と比較して前記形状
変化部及び付属部材の有無を確認するとともに形状変化部及び付属部材の検出信号の位置
を決定することを特徴とする。
【０００９】
　また、渦電流探査による位置検出方法において、前記探査対象の検出波形の位相調整は
、前記高周波電流による前記形状変化部検出信号と、前記低周波電流による前記付属部材
検出信号とが、各々の周波数でＸ振幅或いはＹ振幅のいずれかに対応して評価可能な位相
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角に決定することを特徴とする。
【００１０】
　また、渦電流探査による位置検出方法において、前記形状変化部検出信号と付属部材検
出信号の各々に設定されたしきい値について、上限しきい値と下限しきい値を設定し、し
きい値の設定範囲内の区間で極大値を持つ波形を形状変化部検出信号と付属部材検出信号
として判断し、該信号の微分値がゼロとなる位置を探査対象の位置として決定することを
特徴とする。
【００１１】
　また、渦電流探査による位置検出方法において、前記形状変化部検出信号から算出した
前記形状変化部の位置と前記付属部材検出信号から算出した前記付属部材の位置との距離
差が、前記しきい値の設定範囲に対応する距離差であることによって前記探査対象の設置
位置の合否を判定することを特徴とする。
【００１２】
　さらに、金属材料からなる設計された構造物の表面側または裏面側に設けられた形状変
化部と、該構造物の他面側に設けられた付属部材の渦電流探査による位置検出装置におい
て、高周波電流および低周波電流で渦電流探査を行う複数個のコイルを有するプローブと
、前記プローブに高周波電流を流して前記構造物の表面側または裏面側に設けられた形状
変化部を渦電流探査して検出し形状変化部検出信号を出力するとともに、前記構造物の他
面側を低周波電流で渦電流探査して前記構造物の他面側に設けた前記付属部材を検出し付
属部材検出信号を出力する渦電流探査器と、前記プローブを前記構造物に対して相対的に
走査する走査装置と、前記高周波電流及び低周波電流による探査対象の検出波形を位相調
整して、前記形状変化部検出信号と付属部材検出信号を抽出し、前記形状変化部検出信号
と付属部材検出信号を、前記形状変化部検出信号と付属部材検出信号の各々に設定された
信号の振幅及び幅のしきい値と比較して前記形状変化部及び付属部材の有無を確認すると
ともに形状変化部と付属部材の検出信号の位置を決定する制御装置を有することを特徴と
する。
【００１３】
　さらに、渦電流探査による位置検出装置において、前記形状変化部検出信号と前記付属
部材検出信号の各々に設定されたしきい値について、上限しきい値と下限しきい値を設定
し、しきい値の設定範囲内の区間で極大値をもつ波形を形状変化部検出信号と付属部材検
出信号として抽出して信号の微分値がゼロとなる位置を探査対象の位置として決定する制
御装置を備えたことを特徴とする。
【００１４】
　さらに、渦電流探査による位置検出装置において、制御装置は形状変化部検出信号と付
属部材検出信号の各々に設定された信号の幅のしきい値について、上限しきい値と下限し
きい値の設定機能と、形状変化部検出信号と付属部材検出信号の位置の比較機能と、形状
変化部検出信号と付属部材検出信号の位置が上限しきい値と下限しきい値の設定範囲内の
距離差であることの判定機能を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明は、設計された構造物の表面側または裏面側に設けられた形状変化部及び付属部
材の位置検出方法において、プローブを用いて構造物の表面側を高周波電流で渦電流探査
して形状変化部を検出して形状変化部検出信号を出力し、裏面側を低周波電流で渦電流探
査して付属部材を検出して付属部材検出信号を出力し、高周波電流及び低周波電流による
探査対象の検出信号を位相調整して形状変化部検出信号と付属部材検出信号を分離抽出し
、形状変化部検出信号と付属部材検出信号を形状変化部検出信号と付属部材検出信号の各
々に設定された信号の振幅と幅のしきい値と比較することにより、探査対象の形状変化部
或いは付属部材の有無を確認するとともに形状変化部と付属部材の位置を確実に決定でき
る。
【図面の簡単な説明】
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【００１６】
【図１】本発明の位置検出システムの構成を表すブロック図である。
【図２】本発明の位置検出方法を表す模式図である。
【図３】本発明の渦電流探査による位置検出方法を表すフローチャートである。
【図４Ａ】本発明の渦電流探査での検出信号のリサージュ波形図である。
【図４Ｂ】本発明の渦電流探査での検出信号のリサージュ波形図である。
【図５】本発明の上限しきい値と下限しきい値の間で測定される信号波形図である。
【図６Ａ】本発明の位置検出システムでの測定結果を示す信号波形図である。
【図６Ｂ】本発明の位置検出システムでの測定結果を示す信号波形図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に本発明の実施形態を図面について説明する。
〔位置検出システム〕
　図１は、本発明の実施形態における位置検出システム２０の構成を示す模式図である。
図１において、位置検出システム２０は、モニタ２１、コンピュータ２２、渦電流探査器
２３、走査装置２４、プローブ２５で構成される。位置検出システム２０において、プロ
ーブ２５を渦電流探査器２３にケーブルで接続し、渦電流探査器２３の探査信号として励
磁信号を送信し検出信号を受信する。渦電流探査器２３をコンピュータ２２にケーブルで
接続して、プローブ２５の探査条件や探査信号の入出力を電気的に送受信する。走査装置
２４はプローブ２５を移動させるとともに位置情報をコンピュータ２２へ送信する。
【００１８】
　プローブ２５は対象に応じた形状であるが、励磁コイルと検出コイルを有する一般的な
構成で実現可能である。位置検出システムの動作として、走査装置２４によりプローブ２
５を移動させ、検出位置に対して渦電流探査器２３から探査データを取得する。探査デー
タは、ソフトウェアプログラムを有する制御装置としてのコンピュータ２２によって処理
され、モニタ２１に表示される。
【００１９】
　図２は本発明の位置検出方法の原理を示す模式図である。２５はプローブ、３３は探査
対象である。プローブ２５を設けた構造物３０の表面側に特異形状を有する形状変化部３
１が存在し、構造物の裏面側には構造物３０と別体の付属部材３２が設置されている例を
示す。構造物３０の表面側に付属部材３２が設けられ、裏面側に形状変化部３１が設けら
れていても良い。
【００２０】
　本発明の実施形態に係る渦電流探査による形状変化部及び付属部材の位置検出方法のフ
ローチャートを図３に示す。まず、励磁信号の２つの励磁周波数（高周波ｆＨ、低周波ｆ
Ｌ）と２つの位相角（θＨ、θＬ）の設定を行う。次に、渦電流探査の検出信号判別用に
上限／下限の２つのしきい値の設定をする（Ｓ１０１）。
【００２１】
　次にデータファイルを作成して探査対象の構造物３０の測定を開始し（Ｓ１０２）、探
査対象に対するプローブの検出位置を変えながら信号Ｘと信号Ｙの２つの探査データを取
得する（Ｓ１０３）。測定を終了して、検出位置に対して信号Ｘと信号Ｙを表示する（Ｓ
１０４）。
【００２２】
　信号Ｘ及び信号Ｙで上限しきい値と下限しきい値に挟まれた波形パターンから探査対象
を識別して位置を算出する（Ｓ１０５）。探査対象の位置関係から構造物が正しく設置さ
れているか合否判定をする（Ｓ１０６）。次の探査対象の有無を判断（Ｓ１０７）し、探
査対象があれば（Ｓ１０２）へ戻り、なければ測定を終了する。
【００２３】
〔位置検出方法〕
　次に、図２の位置検出方法の詳細について、図３のフローチャートのステップごとに説
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明する。
【００２４】
（Ｓ１０１）
　Ｓ１０１において、渦電流探査器２３の励磁信号の励磁周波数／位相等の探査条件を設
定する。励磁周波数には、表面側の形状変化部３２検出用の高周波数ｆＨと裏面側の付属
部材３３検出用の低周波数ｆＬを選定する。
【００２５】
　一般的に、渦電流探査では１つの励磁周波数に対してＸ振幅とＹ振幅の２つの探査デー
タが得られ、その２乗平均値を全振幅と呼ぶ。高周波数ｆＨの選定では、表面側の形状変
化部３２からの全振幅（Ｓｓｕｒｆ）に対する裏面側の付属部材３３からの全振幅（Ｓｂ
ａｃｋ）の比率（Ｓｓｕｒｆ／Ｓｂａｃｋ）の大きい高周波数ｆＨを選択することが好ま
しい。一方、低周波数ｆＬの選定では、比率（Ｓｓｕｒｆ／Ｓｂａｃｋ）の小さい低周波
数ｆＬを選択することが好ましい。
【００２６】
　しかしながら、上記で選択した高周波数ｆＨにおいても裏面側の付属部材３３からの信
号が混在して観測され、低周波数ｆＬにおいても表面側の形状変化部３２からの信号が混
在して観測されている。
【００２７】
　次に、高周波数ｆＨの位相角θＨと低周波数ｆＬの位相角θＬを選定して、表面側の形
状変化部３２と裏面側の付属部材３３からの信号を分離処理する。例えば、裏面側の付属
部材３３からの信号振幅がＹ振幅となるように位相角θＨと位相角θＬを選択する。
【００２８】
　その検出信号のリサージュ波形を模式的に図４Ａ、４Ｂに示す。図４Ａには、高周波数
ｆＨの励磁信号による表面側の形状変化部３２からの形状変化部検出信号４１と裏面側の
付属部材３３からの付属部材検出信号４２を示し、図４Ｂには、低周波数ｆＬの励磁信号
による表面側の形状変化部３２からの形状変化部検出信号４１と裏面側の付属部材３３か
らの付属部材検出信号４２を示している。図４Ａでは、形状変化部検出信号４１が原点Ｏ
から大きく観測され、付属部材検出信号４２は小さくＹ振幅方向に観測されている。すな
わち、Ｘ振幅方向を観測すると付属部材検出信号４２は大きく低減され、形状変化部検出
信号４１のみを判別して検出できる。
【００２９】
　図４Ｂでは、形状変化部検出信号４１が原点Ｏから小さく観測され、付属部材検出信号
４２は大きくＹ振幅方向に観測されている。すなわち、Ｙ振幅方向を観測すると形状変化
部検出信号４１は大きく低減され、付属部材検出信号４２のみを強調して検出できる。
【００３０】
【表１】

【００３１】
　表１は表面形状変化部信号４１と付属部材信号４２を識別して検出するための２周波数
励磁と位相分離検出の組み合わせを表した表である。形状変化部３１の検出には高周波数
ｆＨのＸ振幅を観測し、付属部材３２の検出には低周波数ｆＬのＹ振幅を観測する。以降
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、本明細書ではそれぞれを信号Ｘ及び信号Ｙと記載する。
【００３２】
　最後に、信号Ｘ及び信号Ｙに対してしきい値を設定する。形状変化部３１及び付属部材
３２の形状／寸法は既知である。そのため、信号Ｘ及び信号Ｙの振幅及び幅を限定するこ
とができる。例えば、信号Ｘ及び信号Ｙに振幅の大きい構造物の端部信号が含まれる場合
、上限のしきい値を設定して端部信号と識別する。また、信号Ｘ及び信号Ｙには振幅の小
さい装置ノイズが含まれるため、下限のしきい値を設定して装置ノイズと識別する。すな
わち、形状変化部３１と付属部材３２を信号Ｘ及び信号Ｙで検出する上で、統計的に十分
な検出率を確保できる上限下限のしきい値を設定する。
【００３３】
　また、渦電流探査による位置検出方法において、形状変化部３１と付属部材３２の各々
に設定されたしきい値について、信号の幅にもしきい値設定可能である。信号Ｘ及び信号
Ｙで形状変化部３１と付属部材３２の寸法に対応してしきい値を設定する。
【００３４】
（Ｓ１０２）
　Ｓ１０２において、探査データを保存するデータファイルを作成し、測定を開始する。
オペレータによるトリガでデータ取得を開始しても良いし、自動化システムにおいては端
部信号等をトリガにしても良い。
【００３５】
（Ｓ１０３）
　Ｓ１０３において、検出位置に対して信号Ｘと信号Ｙを取得する。検出位置の移動には
、走査装置でプローブを走査するか或いはプローブを固定して対象の構造物を移動させる
。検出位置のデータ取得にはエンコーダを利用するか或いはプローブ等の移動速度と時間
から算出する。検出位置に対する取得ピッチは任意であるが、対象の有無を確認するとと
もにその位置を決定可能な範囲である。
【００３６】
（Ｓ１０４）
　Ｓ１０４において、測定を終了し、検出位置に対して信号Ｘ及び信号Ｙのデータを表示
する。オペレータによるトリガでデータ取得を終了しても良いし、自動化システムにおい
ては端部信号等をトリガにしても良い。
【００３７】
（Ｓ１０５）
　Ｓ１０５において、信号Ｘ及び信号Ｙの波形から探査対象の識別及び位置を決定する。
探査対象の識別では、上限しきい値と下限しきい値の間で観測される信号波形のパターン
を利用する。図５は想定される３つのパターンを示す。図５の区間（ａ）は下限しきい値
から上限しきい値に単調増加する波形、区間（ｂ）は上限しきい値から下限しきい値に単
調減少する波形、区間（ｃ）は下限しきい値から極大に達した後に下限しきい値に減少す
る波形である。
【００３８】
　ここで探査対象の信号として判断される波形は極大値をもつ区間（ｃ）である。その判
断には、しきい値を横切る２点の区間を微分し、微分値で正負反転（ゼロ）をもつ波形を
目的信号として抽出し、その微分値がゼロとなる検出位置を求めることで探査対象の位置
を決定する。観測波形は十分なサンプリング点を有した滑らかな波形でなければならない
。そうでない場合にはサンプリング条件を変更するか、滑らかな曲線で近似して処理する
。上記手順で信号Ｘ及び信号Ｙに対して探査対象を識別して位置を算出する。上限しきい
値と下限しきい値は、形状変化部と付属部材で対象物が異なるため信号Ｘ及び信号Ｙで異
なり、Ｓ１０１で各々設定されている。
【００３９】
　また、信号Ｘ及び信号Ｙに対して予め設定された信号の幅のしきい値の範囲であること
を確認する。信号の振幅及び幅の両方を満たした信号Ｘ及び信号Ｙを形状変化部及び付属
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【００４０】
（Ｓ１０６）
　Ｓ１０６において、信号Ｘから算出した表面側の形状変化部の位置と信号Ｙから算出し
た裏面側の付属部材の位置を比較して、探査対象の位置関係の設定の合否を判定する。例
えば、検査位置に対して表面側の形状変化部と裏面側の付属部材の位置をカラーでマーキ
ングして表示したり、表面側の形状変化部と裏面側の付属部材の位置が設定範囲内の距離
差であることを確認したりする。更には、表面側の形状変化部と付属部材の数量を確認す
ることも可能である。
【００４１】
（Ｓ１０７）
　Ｓ１０７において、全ての対象を評価したら測定を終了し、そうでなければＳ１０２で
測定を再度開始する。
【００４２】
〔測定データ〕
　図６Ａ、６Ｂは渦電流探査システム２０による図３の位置検出方法での測定結果を示す
。高周波数ｆＨ＝５００ｋＨｚであり、低周波数ｆＬ＝１０ｋＨｚである。位相角θＨ＝
１１６度であり、位相角θＬ＝１２０度である。高周波数ｆＨでは、上限しきい値を０．
２Ｖとし、下限しきい値を０．０５Ｖとした。低周波数ｆＬでは、上限しきい値を２Ｖと
し、下限しきい値を０．５Ｖとした。
【００４３】
　図６Ａは表面側の形状変化部の信号Ｘを表し、図６Ｂは裏面側の付属部材の信号Ｙを表
す。信号Ｘおよび信号Ｙは、それぞれの上限しきい値と下限しきい値の範囲内で観測され
、かつ、信号の幅のしきい値の範囲内である。表面側の形状変化部と裏面側の付属部材に
識別して検出された。その位置は表面側形状変化部の信号Ｘについては基準位置から４１
．２ｍｍと６６．２ｍｍであり、裏面側の付属部材の信号Ｙについては基準位置から５０
．１ｍｍであった。この事例では、２箇所の形状変化部の間に付属部材が構造物裏面側に
設けられる様に予め設計されており、これにより、表面側の形状変化部と裏面側の付属部
材の有無を確認するとともにその位置を確認できる。
【符号の説明】
【００４４】
２０：位置検出システム
２１：モニタ
２２：コンピュータ
２３：渦電流探査器
２４：走査装置
２５：プローブ
３０：構造物
３１：形状変化部
３２：付属部材
３３：探査対象
４１：形状変化部検出信号
４２：付属部材検出信号
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